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第１章 消費者の権利の尊重

消費者を取り巻く環境は、高齢化の進行や高度情報通信社会の進展、ライフスタイルの多

様化などにより大きく変化してきており、それに伴い、高齢者等を狙った悪質商法や、イン

ターネットトラブル、食の安全・安心を揺るがすような事案の発生など、消費者トラブルや

消費者被害の内容も多様化・複雑化しています。

このような中、道では、消費者の権利の尊重と自立の支援を基本理念とする北海道消費生

活条例に基づき、道民の消費生活の安定及び向上に努めてきましたが、平成26年10月に本条

例の一部を改正し、訪問購入（いわゆる「押し買い ）が条例の対象となる取引に含まれる」

ことを明確にし、公正な消費者取引のより一層の確保に努めるなど、消費者の利益の擁護・

増進を図ってきました。

、 、 、また 平成27年3月には 関係法令の制定・改正や消費者を取り巻く環境の変化を考慮し

消費者教育の推進や深刻化している高齢者等の消費者被害の防止などを盛り込んだ第２次北

海道消費生活基本計画を策定しました。

このほか、国からの交付金を積み立てて創設した「北海道消費者行政活性化基金」を活用

し、道内の消費生活センターの整備・拡充や消費生活相談員等の資質の向上など、道内全体

の消費生活相談窓口の機能強化に取り組み、整備された相談体制を維持・向上し、適切に機

、 。能させるため 道立消費生活センターが中心となって市町村のバックアップを行っています

第１ 消費生活施策の総合調整

１ 北海道消費生活審議会の運営（条例第37条）

北海道消費生活審議会は、道民の消費生活の安定と向上を図るため、知事の附属機

関として設置されており、平成26年度は、知事より「北海道消費生活基本計画」につ

いて諮問があり、これを受け「北海道消費生活基本計画改定検討部会」を設置し審議

した結果、平成27年2月9日に答申を行いました。

２ 関係機関等との連絡会議の運営等

(1) 消費生活安定会議の運営

道民の消費生活の安定及び向上を図るために必要な対策を総合的・効果的に推進す

るため、関係部局・機関からなる消費生活安定会議を設置しており、同会議幹事会

食品 部会において、道民からの食品表示や食品衛生の通報等に係る情報の共有安全

を図りました。

(2) 国や他都府県との情報交換

国の関係省庁が開催する都道府県連絡会議、北海道東北ブロック会議及び北海道食

の安全及び食品表示監視等に関する協議会等において、消費者関係法令や地方消費者

行政の活性化、消費生活協同組合、食の安全等に関する情報の収集及び意見交換等を

行いました。

第２ 消費者苦情等の処理及び消費者被害の救済

１ 道における苦情相談処理体制の充実（条例第23条、第24条、第33条、第34条、第35条）

多様化・複雑化する苦情相談に対応するため、道立消費生活センターに消費生活専門

相談員（ 独法）国民生活センター認定）等の資格を有する相談員を１２名配置し、電（

話、面談及び電子メールによる相談に対応するとともに被害の回復に努めました。

高度な専門的知識を必要とする苦情相談には、弁護士、建築士、臨床心理士などの専

門家の助言を受けて適切に対応しました。
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また （独法）国民生活センターが実施する研修に相談員を派遣し、資質向上に努め、

ました。

なお、道立消費生活センターの管理を地方自治法の規定に基づく指定管理により実施

しており、平成26年度からの4年間は、指定管理者である(一社）北海道消費者協会が、

消費者からの苦情相談等に迅速かつ適切に対応します。

２ 市町村における苦情相談処理への支援

市町村からの苦情相談処理に関する照会や問合せに対応するため、道立消費生活セン

ターに市町村専用電話を２回線設置するとともに、地域の実情を踏まえたきめ細やかな

対応をするため、相談員の地区別担当制を導入しています。

市町村相談員等の人材育成については、経験別、地域別の研修を実施したほか、道立

消費生活センターの相談員を派遣し、市町村の苦情相談処理に関する現地支援や市町村

の実情に沿った現地研修などを実施しました。

また、消費者行政関係者による「消費者行政メーリングリスト （※）により、注意」

喚起情報や消費生活行政情報などの各種情報交換を行ったほか、市町村における相談員

「 」 、 。を確保するため 消費生活相談員人材バンク を運営し 人材情報の提供を行いました

消費者行政メーリングリスト※

、 、 、電子メールを活用し 行政や警察 消費生活センター等の関係機関の職員間で

消費生活相談窓口における消費者苦情や消費生活行政情報等に関する情報交換

を行うシステム。

○ 道及び市町村の関係（概略図）

市町村

消費者

道

（道立消費生

活センター）

市町村

バック

アップ

体制

苦情相談処理照会、問合せ等
相 談

苦情処理、あっせん

・研修機会の提供

・後継者確保支援

・情報提供等

市町村への助言や

市町村と連携した相談処理 苦情処理、あっせん

相 談
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○広域相談体制の整備状況

地区名 参加市町村実施年月日

５H18.4.1 富良野地区 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村

８H20.3.31 釧路地区 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、

鶴居村、白糠町

５中空知地区 滝川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、雨竜町

６H22.4.1 岩内地区 岩内町、島牧村、寿都町、共和町、泊村、神恵内村

７ようてい地区 ニセコ町、黒松内町、蘭越町、真狩村、留寿都村、

喜茂別町、京極町

４南空知地区 栗山町、南幌町、由仁町、長沼町

６小樽･北しりべし地区 小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村

８H23.4.1 上川中部地区 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、

上川町、東川町

４上川北部(士別)地区 士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町

２音更地区 音更町、士幌町

５H23.9.1 北空知地区 深川市、秩父別町、妹背牛町、北竜町、沼田町

11渡島地区 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、

H24.4.1 七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町

10宗谷地区 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、

礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町

５根室地区 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

５H25.4.1 名寄地区 名寄市、下川町、美深町、音威子府村、中川町

６津別町と美幌町は美幌消費者協会に、月形町と岩見沢市は岩見沢消費者協会に、新篠津村と江別市

は江別消費者協会に相談業務を委託しており、実質的な広域連携体制により運用されてい

る。

97合 計

３ 相談等の処理に当たって取り組む事項

(1) 取組事項

（独法）国民生活センターが運営・管理する全国消費生活情報ネットワーク・シス

テム（PIO-NET）に蓄積されている全国の消費生活相談情報を活用し、迅速かつ適切

な相談業務を行いました。

また、平日や相談受付時間内に相談することが困難な消費者のために、24時間受付

可能な電子メールによる相談に194件対応するとともに、土曜日に「美容医療・審美

歯科契約トラブル 「住宅トラブル」をテーマとした特別相談を各１回実施しまし」、

た。

さらに、高齢者や障がい者等の消費生活相談に当たっては、市町村の地域包括支援

センターや相談支援窓口などの関係機関と連携し消費者の年齢や障がいの特性などに

配慮した相談対応に努めるとともに、消費者被害の未然防止を図るため関係機関との

情報共有化を図りました。

(2) 苦情相談内容

平成26年度において、道立消費生活センターが受け付けた消費生活相談件数は、

、 （ ） 。5,887件となっており このうち苦情相談が5,366件 全体の91.1% となっています

これは、平成25年度と比べ、受付件数は31件（0.5% 、苦情相談は21件（0.4%））

減少しました。

平成26年度の特徴として、消費税や事業者による個人情報流出に関する相談、イ

ンターネット通信サービスではプロバイダや光回線等の契約・解約、販売方法に関

する相談が増加しました。また、インターネットによる通信販売、投資商品等の被

害回復や個人情報に係る情報の取消しを謳う二次被害のほか、引き続き、アダルト
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サイトの不当請求等の相談も多く寄せられました。

苦情相談の内容を商品・役務別で見ると「商品」に関するものでは、健康食品や

野菜・海藻、穀類、魚介類、パソコン・パソコン関連用品、他の教養娯楽品、書籍

・印刷物、寝具の購入、更にアクセサリーや中古自動車の売却に関する契約・解約

等の相談等が寄せられました。

「役務」に関するものでは、携帯電話・パソコンを用いたアダルト情報サイト等

の情報提供サービスに係る不当請求、インターネット通信サービスの契約・解約、

販売方法、集合住宅の退去時のトラブル、金融保険サービスでは、フリーローンや

サラ金、ヤミ金等の融資サービス、生命保険、社債や投資商品などを名目にした劇

場型勧誘などを含む預貯金・証券等やファンド型投資商品、一度被害にあった消費

者に対し被害回復を謳う被害回復サービス、戸建住宅の新築工事や住宅リフォーム

に関する相談等が寄せられました。

(3) 商品テスト

道立消費生活センターにおいては、商品の安全や性能などに関する苦情や問合せに

応じており、原因究明に必要なテストや専門技術相談にも対応するとともに、消費生

活相談で問合せの多い商品や関心の高い商品を買い上げ、安全性や品質、性能など試

7.5 ％ 

食 料 品

 項目

商
　
　
品

642 件 

2,248 件 小 計

件数

車 両 ・ 乗 り 物

住 居 品

構成比 件数

224 件 

7.2 ％ 

7.2 ％ 

4.6 ％ 

402 件 

被 服 品

28.5 ％ 

369 件 

246 件 

4.0 ％ 

4.6 ％ 

5.4 ％ 292 件 

3.8 ％ 213 件 

5.4 ％ 

1,547 件 

456 件 

389 件 

10.9 ％ 559 件 

38.2 ％ 

1,528 件 

6.6 ％ 

10.4 ％ 

38.1 ％ 2,043 件 

6.3 ％ 

425 件 

金融関連商品（未公開株、公社債等の預貯金・証券等、ファンド型投資商品、生命保険
等）、フリーローンやサラ金等の融資サービスの契約・解約、販売方法

7.7 ％ 

26.3 ％ 

7.9 ％ 

3.6 ％ 

携帯電話等の契約・解約、携帯電話・パソコンを用いた有料サイトなど情報提供サービ
スに係る不当請求等の契約・解約、販売方法、インターネット通信サービスの契約・解
約、販売方法等

1.1 ％ 

主な内容

パソコン・パソコン関連商品等の契約・解除、販売方法、品質・機能、新聞等の書籍・印
刷物、他の教養娯楽品等の契約・解約や販売方法

健康食品の契約・解約や販売方法、野菜・海藻、穀物、魚介類などの安全・衛生、品
質・機能、販売方法

170 件 2.9 ％ 

100.0 ％ 100.0 ％ 

210 件 

547 件 

3,469 件 

3.7 ％ 

320 件 

60.8 ％ 

9.3 ％ 

58.9 ％ 

運 輸 ・ 通 信 サ ー ビ ス

ﾚ ﾝ ﾀ ﾙ ・ ﾘ ｰ ｽ ・ 貸 借

他 の 役 務

合 計

そ の 他

そ の 他

小 計

平成２６年度消費生活相談受付件数
別表１

273 件 

うち苦情件数

421 件 

426 件 

教 養 娯 楽 品

受付件数

構成比

6.9 ％ 

区分 

役
　
　
務

役
　
　
務

商
　
　
品

339 件 

198 件 

主な苦情相談内容

金 融 ・ 保 険 サ ー ビ ス

住 居 品

項　　　　　目

ﾚ ﾝ ﾀ ﾙ ・ ﾘ ｰ ｽ ・ 貸 借 賃貸アパート等集合住宅や戸建住宅、自動車、電話機リースの契約・解約、価格・料金

そ の 他

9.0 ％ 

3,262 件 

金 融 ・ 保 険 サ ー ビ ス

480 件 

5,887 件 

61 件 

5,366 件 

教 養 娯 楽 品

運 輸 ・ 通 信 サ ー ビ ス

262 件 4.5 ％ 254 件 4.7 ％ 

食 料 品

工 事 ・ 建 築 ・ 加 工

布団類、食器・台所用品等の契約・解約、販売方法

別表２



- 5 -

買テスト（買い上げ試験）を実施しています。

平成26年度の相談受付件数462件のうちテスト依頼は196件（42.4％ 、専門技術相）

談は266件（57.6％）でした。

依頼テストの実施状況を品目別でみると、食料品115件（24.9％）、被服品91件

（19.7％ 、住居品84件（18.2％ 、教養娯楽品62件（13.4％）でした。） ）

危害・危険及び拡大損害に関するものは12件で、住居品が6件、保健衛生品と被服

品が各2件、教養娯楽品と土地・建物・設備が各1件でした。住居品では、照明器具の

焼損、マットレスによる湿疹、脚立の破損による骨折、二重構造鍋の破裂、オーブン

レンジからの発煙、カセットボンベ式ストーブからの発火に関するものでした。保健

衛生品は2件ともヘアーアイロンによる発煙、毛髪の焦げに関するもの、被服品は2件

。 、ともピアスによる皮膚障害でした 教養娯楽品はデジタル音楽プレーヤーの異常加熱

土地・建物・設備は床暖房システムからの発火に関するものでした。

なお、製品に起因する事故や問題のあった商品については、事業者に対し改善の申

し入れを行いました。

また、消費者の安全と安心をより一層確保するため､（独法）国民生活センターか

ら貸与された放射性物質のスクリーニング検査機器を道立消費生活センターに配置

し、テストを実施しました。

平成26年度 商品別依頼テストの実施状況

区 分 食料品 住居品 被服品 合 計光熱水品 保健衛生品 教養娯楽品 車両 乗り物 土地建物設備･ 他の商品

テ ス ト 66 26 10 51 25 12 1 5 0 196

49 58 3 40 16 50 28 14 8 266専門技術相談

件 数 115 84 13 91 41 62 29 19 8 462

(18.2) (2.8) (19.7) (8.9) (13.4) (6.3) (4.1) (1.7) (100)（％) (24.9)

平成26年度 試買テスト実施状況

品名等 テスト項目 実施期間商品別分類 銘柄数

電気製品 除湿機の性能 3 除湿量、消費電力、表示 H26.7 H26.11～

食料品 養殖えびの抗生物質 16 抗生物質、表示 H26.7～H26.9

家庭雑貨 マイクロファイバーバスマット 13 吸水量、構造、モニターテスト、表示 H26.8～H27.2

食料品 スポーツドリンクの品質 18 糖組成、人工甘味料、ミネラル、塩分、表示 H26.10 H27.1～

(4) 消費者被害防止のためのネットワークづくり

近年、社会経済情勢の変化に伴い、販売方法や契約方法が複雑・多様化し、消費者

がトラブルに巻き込まれるケースが大変多くなってきています。

このような消費者被害を未然に防止するため、消費者被害情報の速やかな提供を目

的とし、北海道立消費生活センターを中心に、社会福祉関係団体、学校関係団体など

の各種関係団体及び関係行政機関を構成員とした「北海道消費者被害防止ネットワー

ク」を平成15年12月に設立し、｢ネットワークニュース｣などにより、消費者被害情報

を随時提供しています。

また､地域における消費者被害の未然防止と､消費者被害情報の円滑な伝達などを主

な活動とする、地域版ネットワークの設立を働きかけており、平成27年3月末現在、

52地域に設立されています。

(5) 北海道警察における相談

平成26年は、北海道警察本部及び各方面本部（函館・旭川・釧路・北見）の相談セ

ンターや全道の警察署などに、振り込め詐欺や、ヤミ金、悪質商法など消費者が不安

に感じる相談が、9,726件ありました。そのうち、振り込め詐欺の相談は2,563件で、
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前年に比べると、1,167件増加し、ヤミ金、悪質商法などの相談は3,066件で、前年に

比べると、112件増加しました。

４ 消費者被害の救済

(1) 北海道苦情処理委員会の運営（条例第43条）

北海道消費者苦情処理委員会は、消費者の苦情を適切・迅速に処理するため、あっ

せん又は調停を行う機関として設置されていますが、付託案件はありませんでした。

また、被害を受けた消費者が訴訟を提起する場合、必要な資金の貸付に当たり、同

委員会の意見を聴くこととされていますが、該当する事案はありませんでした。

(2) 適格消費者団体への情報提供

消費者契約法に基づく適格消費者団体への情報提供について、適格消費者団体であ

る「特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道」及び「公益社団法人 全国消費生

活相談員協会」との間で覚書を締結しており、適格消費者団体が行う差止請求関係業

務の効果的運用を通じ、消費者被害の救済に努めました。

５ 多重債務対策の推進

(1) 貸金業相談員の配置及び苦情相談専用フリーダイヤルの設置

道に専門の貸金業相談員を配置するとともに、苦情相談専用フリーダイヤルを設置

し、消費者等からの貸金業者の業務方法等に係る苦情相談や債務整理に係る相談等に

対応しました。平成26年度の受付件数は407件（苦情対応件数:3件、相談・照会対応

件数:404件)でした。

(2) 北海道多重債務者対策協議会の開催

内閣に設置された多重債務者対策本部が決定した「多重債務問題改善プログラム」

を踏まえて、平成19年より北海道多重債務者対策協議会を設置しており、平成26年度

は、国・道の関係機関及び警察、弁護士会、司法書士会等の関係機関との情報共有や

多重債務相談強化キャンペーン等の取組みについて協議を行いました。

第３ 公正な消費者取引の確保

１ 商品等の表示等の適正化

(1) 適正化の推進（条例第13条）

食品表示に対する消費者の関心が高まっていることから、道では、ＪＡＳ法に基づ

く食品表示の一層の適正化を図るため、平成14年から食品表示に関する各種情報の受

付窓口(食品表示110番)を開設して広く情報を受け付けており､平成26年度は､40件の

情報等が寄せられ､ＪＡＳ法に関する問合せなどに対応しました。

また、ＪＡＳ法に基づき、食品の表示に関して149件の調査を実施し、2事業者に対

し指示を行い、120事業者については指導を行いました。

さらに、道内の小売店舗等に対する生鮮食品等の表示実態調査の実施を通じ、法の

遵守状況等の把握に努めました。

(2) 適正な規格、表示等の基準等の施行（条例第14条）

消費者の商品選択の適正化を図るため､商品及び役務の表示について 「美容料金、

の店頭表示基準 「クリーニング料金の店頭表示基準」及び「商品の単位価格等の」、

表示に関する標準」を定め、表示状況の監視等を行っています。

このうち、平成26年度は、クリーニング料金の店頭表示基準について、消費生活モ

ニターによる表示状況の調査を実施しました （調査店舗数236）。
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条例第14条及び第16条に基づく消費者保護基準等

１ 美容料金の店頭表示基準（第14条）

２ クリーニング料金の店頭表示基準（第14条）

３ 商品の単位価格等の表示に関する標準（第14条）

４ 商品及び役務に係る不当な取引方法（第16条）

(3) 不当な表示の禁止等（条例第15条の2）

過大な景品類の提供や不当な表示による顧客の誘引を防止するために、景品表示

法に基づき、調査・指導を行っています。平成26年度は、道民などから提供を受け

た情報を基に調査を実施し、10事業者に対し注意を行ったほか、平成25年10月以降

に発覚したメニュー表示問題を受け、食品表示監視員を設置し、ホテル・旅館や百

貨店等のレストランにおけるメニュー表示の調査を実施し、59事業者に対して注意

を行いました。

また 適正な食品表示に向け 事業者の相談等に迅速・適切に対応するため 景、 、 、「

品表示法ホットライン」を開設しました （相談件数40件）。

さらに、景品表示法とＪＡＳ法における食品表示制度と事業者の責務をテーマと

して札幌市ほか計８カ所で「食の安全・安心セミナー」を開催し、食品表示に係る

制度の普及啓発に努めました。

２ 不当な取引方法の禁止

(1) 特定商取引法、条例（条例第16条、第17条、第17条の2、第51条）による不当な

取引方法の規制

消費者取引の適正化を図るため、特定商取引法の厳正な執行を図るとともに、条

例で、64項目の「不当な取引方法」を禁止し、消費者被害の拡大防止に向けて厳正

な措置を行っています。

平成26年度は、特定商取引法に基づき、4事業者に対して業務停止命令、1事業者

に対して業務改善指示を行うとともに、事業者名等を公表しました。

また、条例に基づき、5事業者に対して勧告を行うとともに、その内容を情報提

供しました。更に1事業者について重大被害防止措置として事業者名等の情報を提

供し、勧告に従わなかった1事業者や道の調査を妨害した4事業者についてもその旨

や事業者名等を公表しました。

このほか、57事業者に対して特定商取引法や条例に違反する行為を行わないよう

行政指導を行いました。

平成26年度に行った行政措置事案

事業者名等 業種等 措 置

「ネコミ屋」こと猫宮稔英 訪問販売（寝具） 業務停止命令６か月・公表、勧告・
情報提供

㈱日本総合投資 訪問販売（寝具） 業務停止命令３か月・公表、勧告・
情報提供

「全日本健康寝具」こと漆戸雅 訪問販売（寝具） 業務停止命令９か月・公表、勧告
彦 に従わない旨の公表
㈱セレクト 訪問販売（住宅リフォーム、寝具） 業務停止命令３か月・公表、勧告・

情報提供
「メガネサロンフレンズ」こと佐 訪問販売（眼鏡、補聴器等） 業務改善指示・公表、勧告・情報
藤浩紀 提供、調査妨害公表

「アクティー急送」こと竹田昭彦 引越運送 勧告・情報提供、調査妨害公表

「住宅設備」こと堀野政吉 訪問販売（灯油タンク洗浄、修理） 重大被害防止措置

㈲フィールドアタッチ 訪問販売（照明器具） 調査妨害公表

㈱ノースプロダクツ 店舗販売・買取（オーディオ機器） 調査妨害公表

注：「業務停止命令・公表」及び「業務改善指示・公表」は特定商取引法に基づく措置、「勧告・情報提供」「重大被害防止

。措置」「勧告に従わない旨の公表」及び「調査妨害公表」は条例に基づく措置です
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(2) 貸金業者への指導監督

貸金業者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るため、

貸金業法等に基づく指導監督や立入検査を行っています。平成26年度は業務改善命

令や業務停止等の行政処分件数は0件でした。平成27年3月31日現在、北海道知事登

録貸金業者数は47業者です。

(3) 宅建業者への指導監督

宅地建物取引に関する消費者被害を防止するため、宅地建物取引業法に基づき、

宅建業者及び取引主任者に対する指導監督等を行っています。平成26年度は、行政

、 、 。措置として ７事業者に対して免許取消 ３事業者に対して業務停止を行いました

第４ 消費者の安全・安心の確保

１ 消費者事故情報等の収集・共有・周知

(1) 消費者事故対応及び情報収集体制等の整備

消費者を消費者事故から守り被害の拡大を防止するため、事故情報の収集体制や注

意喚起等の情報提供体制を整備し、重大事故が発生した場合には迅速に対応していま

す。

ア 消費者事故情報等の収集及び国への通知

道では、消費者安全法第12条に基づく消費者事故等の通知について、各部・局の

それぞれの管下において、事業者が提供する商品・役務・施設、工作物等を使用す

るなどして、現に、生命または身体等に被害が発生し、死亡等の重大事故等又は消

費者事故等が発生した場合には、速やかに当課に連絡することとしており、平成26

年度においては、16件の重大消費者事故等について国に通知しました。

イ 消費者事故発生時の対処等

「道民の消費生活の安全確保に係る緊急事態への対処等の基本指針（H22.4.1制

定 」により、商品又は役務による道民の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼ）

す緊急事態が発生した場合の対処のあり方を定め、関係部局と相互に十分な連絡及

び連携を図りつつ、平時から危害情報の収集、分析、評価などを行い、緊急時対応

に備えました。

(2) インターネット及びホームページ等を活用した情報の提供及び共有

道では、行政や警察、消費生活センター等の関係機関の間において、消費生活相談

窓口における消費者苦情や消費生活行政情報のほか、消費者事故等による被害の拡大

防止や同種・類似事故の未然防止を図るための様々な情報を共有するため、インター

ネットを活用した消費者行政メーリングリストを運用しています。

全国から寄せられた事故情報に基づき消費者庁から発表される消費者安全法の「重

大事故情報」や消費生活用製品の「重大製品事故情報」などをホームページで周知し

ているほか、個別の「注意喚起」情報については、消費者行政メーリングリストを活

用し、速やかな情報の提供・共有を図っています。

平成26年度は、消費者行政メーリングリストによって、注意喚起や消費生活行政情

報など332件の情報交換を行いました。

２ 食の安全・安心の確保

(1) 食品衛生法に基づいた監視指導

食品衛生法等に基づき、食品の製造施設、販売施設への立入検査を実施するととも

、 、 。に 食品及び添加物の試験検査等を行い 食品衛生上の危害発生の防止に努めました

(2) トレーサビリティ制度の導入・促進

米トレーサビリティ制度について事業者等への周知を図るため、道のホームページ
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での情報提供やパンフレットの配布などを通じて本制度の普及・啓発に努めました。
また、北海道農政事務所と連携し、取引等の記録の作成・保存や産地情報伝達の履

行状況を確認するための巡回調査を実施しました。
、 、 、さらに 北海道のホームページにおいて 冷凍食品や製麺などの加工食品やきのこ

道産水産物に関するトレーサビリティ導入の手引き等の情報を提供し、トレーサビリ
ティシステムの普及に努めました。
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(3) 食の安全に関するリスクコミュニケーション

関係機関・団体と連携しながら意見交換会を実施し、関係者による情報の共有や幅

広い道民意見の把握に努めました。

食の安全に関するリスクコミュニケーション

事 業 名 実 施 場 所

ＧＭ条例等に関する地域意見交換会 北見市

ＧＭ条例等に関する地域意見交換会 室蘭市

ＧＭ条例等に関する関係機関・団体との意見交換会 札幌市

(4) 食の安全・安心に係る道民からの申出等に関する措置及び情報の共有

北海道食の安全・安心条例第26条に定める食品の安全性又は食品の表示に関する道

民からの知事への対応の申出や食の安全・安心に係る通報等については、庁内関係課

との情報の共有化と一元的な管理を行うとともに、国等の関係機関と連携の上、適切

な措置を講じています。

また、道民が気軽に相談や申出、通報等ができるよう、窓口を明確にし、その周知

を図るとともに、問合せの内容やその回答についての情報を提供することとし、年4

回、申出や通報等に関する措置の状況について、道のホームページで公表しました。

ア 食品表示110番の運営

食品表示110番の専用電話により、食品表示に関する違反情報を受け付け、ＪＡ

Ｓ法、景品表示法等関係法令に照らした調査や措置を行いました。

イ 食品安全相談ダイヤルの運営

食品安全相談ダイヤルの専用電話を設置し、食品の安全・安心全般に関する情報

提供、問合せ、意見等を受け付けました。また、食品安全相談ダイヤルに寄せられ

た主な質問についてホームページにＱ＆Ａの形で掲載しました。

ウ 保健所窓口での受付

、 。道内各保健所窓口で 食品衛生に関する違反情報や相談などを受け付けています

エ 申出や通報等に対する的確かつ迅速な対応

、 、道民からの申出や通報等があった場合 関係部局や関係団体等が連携・協力して

速やかに対処するため、関係者間で取組状況等に係る情報の共有に努め、内容に応

じて関係法令等に基づき、適切な措置を講じています。

また、消費生活安定会議幹事会食品安全部会を毎月開催し、関係部局で情報を共

有し、一元的に管理するとともに、国等の関係機関と定期的に情報交換を行ってき

ました。

○ 情報の共有・一元管理体制（平成26年度）

①通報等の受理。関係部署への連絡及び所管法令に基

づく措置。

・食品表示110番

・食品安全相談ダイヤル

・各保健所等

②環境生活部消費者安全課で集約。

（振興局の通報等は、各々の環境生活課で集約）

③庁内関係課により、情報の共有と対応状況を確認する

ため、消費生活安定会議幹事会食品安全部会を開催。

対応状況のチェック及び検討。

④国との連絡協議会の開催。（一元化）道のホームペー

ジで公表。

「食の安全・安心に係る通報等の取扱い」に係る所管

一元化情報共有・対応状況確認

保健福祉部

食品衛生課
農政部 食品政策課、

農産振興課

環境生活部
消費者安全課

保健環境部 生活衛

生課、健康推進課
産業振興部

農務課

情
報
提
供

情
報
提
供

情報提供 情報提供

対応状況
等報告

対
応
状
況

等
報
告

対
応
状
況

等
報
告

対応状況等
報告

情報提供・連携

情報提供・連携

保健環境部
環境生活課

情報提供
・連携

情報提供
・連携

集
約

情

報
提
出

振興局

本庁

対
応
状
況

等
報
告

情
報
提
供
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（※）＜参考＞食の安全・安心に係る通報等の状況について（平成26年度）

(1) 通報等の件数と内容の区分

内 容（複数内容の通報があり、計は一致しない）
受理期間 受理件数（件）

食 品 施 設 表 示 健康被害 米 法 そ の 他トレサ

４～６月 ２４１ ７６ ２６ ５９ ３０ ７４ ７

７～９月 ２６０ ７８ ３４ ５９ ２０ ８２ １４

10～12月 ２１１ ５６ １７ ６２ １３ ６７ ７

１～３月 ２９４ １１２ ３５ ４４ ２４ １０３ １２

合 計 １，００６ ３２２ １１２ ２２４ ８７ ３２６ ４０

注：通報等の概要
食 品：異物混入、腐敗、カビ等
施 設：汚れ、周囲の悪臭等
表 示：期限切れ、貼り替え、欠落等
健 康 被 害：下痢、嘔吐等
米トレサ法 ：米及び米加工品の産地情報の消費者への伝達漏れ等
そ の 他：製品や店の対応への不満、無許可営業の疑い、道への意見等

(2) 通報者別件数

期 間 件 数 一般住民 他機関から

４～６月 ２４１ １２３ １１８

７～９月 ２６０ １２９ １３１

10～12月 ２１１ １０４ １０７

１～３月 ２９４ １６８ １２６

合 計 １，００６ ５２４ ４８２

注：通報者区分
一般住民：消費者、事業者
他 機 関：国、都府県等

(3) 対応状況（複数対応の事案があり、計は一致しない）

期 間 件 数 立入調査 他機関へ回付 その他 調査中

４～６月 ２４１ １３８ １１ １１８ ０

７～９月 ２６０ １４４ １３ １２２ １

10～12月 ２１１ １０５ ２４ １０４ ５

１～３月 ２９４ １４１ ２２ １４９ ６

合 計 １，００６ ５２８ ７０ ４９３ １２

注：他機関は、他法所管の部局を含む
その他は、他機関で調査済のものや、口頭・電話等で通報者の了解を得て終了したもの

(4) 措置状況

期 間 件 数 命令・指示 文書指導 口頭指導 その他 調査中

４～６月 ２４１ １ ７１ １０７ ６２ ０

７～９月 ２６０ １ ７５ １１４ ６９ １

10～12月 ２１１ ０ ６５ ７８ ６３ ５

１～３月 ２９４ ０ １０４ ９８ ８６ ６

合 計 １，００６ ２ ３１５ ３９７ ２８０ １２

注：その他は、措置の必要がないもの
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３ 価格安定対策

平成26年平均の北海道の消費者物価指数は、平成22年を100とした総合指数で104.2と

なりました。

これは、光熱・水道、教養娯楽、家具・家事用品、食料など、全ての項目が上昇した

ことによるものです。(※平成26年４月に消費税率が５％から８％に改定された影響が

含まれます ）。

消費者物価指数及び上昇率の推移 （平成22年＝100）

区分 北 海 道 全 国

年 消費者物価指数 対前年上昇率（％） 消費者物価指数 対前年上昇率（％）

平成２３年 100.2 0.2 99.7 ▲0.3

平成２４年 100.3 0.0 99.7 0.0

平成２５年 101.2 0.9 100.0 0.4

平成２６年 104.2 3.0 102.8 2.7

(1) 物価に関する情報収集・提供、啓発（条例第18条、第20条）

道民の消費生活に関連性の高い商品及び役務の価格等の安定を図るため、300人の

道民の方々を消費生活モニターとして委嘱し、条例第18条及び第20条の規定により選

定又は指定を行っている商品及び役務（選定商品等:生活関連重要商品等52品目､指定

商品：家庭用灯油及び家庭用液化石油ガス）について、それぞれ価格動向及び需給状

況の調査・監視を行い、これらの調査結果を毎月とりまとめ、報道機関や道のホーム

ページを通じ広く道民に公表しました。

条例第18条の規定による選定商品等

区 分 品 目

米 穀 ( 1 品 目 ) うるち米

野 菜 ( 8 品 目 ) はくさい、きゃべつ、ほうれん草、だいこん、たまねぎ、ばれいしょ、きゅうり、ﾄﾏﾄ

魚 介 ( 8 品 目 ) かれい、さんま、ほっけ、まぐろ、いか、さけ、塩さけ、たらこ

乳 肉 製 品 等 ( 7 品 目 ) 牛肉、豚肉、鶏肉、ハム、ソーセージ、鶏卵、牛乳

油 脂 ・ 調 味 料 ( 6 品 目 ) みそ、しょうゆ、砂糖、食用油、マヨネーズ、マーガリン

加 工 食 品 ( 8 品 目 ) 水産缶詰、食パン、即席めん、乾めん、豆腐、かまぼこ、納豆、こんにゃく

日 用 雑 貨 ( 7 品 目 ) ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾗｯﾌﾟ、歯みがき、ｼｬﾝﾌﾟｰ、洗濯洗剤、台所洗剤

衣 料 ( 3 品 目 ) 半そで肌着、婦人用靴下、トレーニングウェア

家 庭 用 燃 料 等 ( 3 品 目 ) 家庭用灯油、家庭用液化石油ガス、ガソリン

サ ー ビ ス ( 1 品 目 ) クリーニング料金

(2) 生鮮食品等の安定供給

道民の消費生活にとって重要な商品である生鮮食品、家庭用灯油及び家庭用液化石

油ガスについては、家計に与える影響が大きいので、価格の安定と量の確保を図るた

めに必要な施策を実施しました。

ア 生鮮食品

道内の主要8卸売市場や一部本州の市況などの生鮮食品の流通情報を収集し、こ

れを生産者及び流通業者などに迅速に伝達するなど、生鮮食品の流通の円滑化と価

格の安定等に努める（一社）北海道市場協会に対し、助成を行いました。

イ 家庭用灯油、家庭用液化石油ガス

家庭用灯油1リットル当たり全道平均価格（消費生活モニター調べ）は、平成25

年度の100.3円から、平成26年度は99.7円に下落しました。

生

活

関

連

重

要

商

品

等

（

品

目

）

52
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家庭用液化石油ガスの５立方メートル当たり全道平均価格(消費生活モニター調

べ）は、平成25年度の5,939円から、平成26年度は6,069円に上昇しました。

平成26年度は、冬期間の本格的な需要期を迎える11月頃から世界的な原油価格の

下落により家庭用灯油価格が大きく値下がりしましたが、上昇に転じた場合には、

道民生活に大きな影響が出ることが懸念されることから、消費生活モニターによる

価格等の監視を継続して行いました。

併せて、灯油等を節約するくらしの工夫やエネルギー価格等について、道のホー

ムページにより、啓発と情報提供に努めました。

また、液化石油（プロパン）ガスや灯油の流通等に関する諸問題について、消費

者団体、関係業界、学識経験者、行政機関等が一堂に会し、液化石油（プロパン）

ガス産業の現状と課題、灯油を巡る国内外の情勢等について情報提供を行い、本道

の地域事情、需要特性等について関係者相互の理解を深めるため 「北海道地方液、

化石油ガス懇談会 （８月）や「北海道地域灯油意見交換会 （11月）を北海道経」 」

済産業局との共催により開催しました。

(3) 年末年始の物価等対策

年末年始には、生鮮食料品等の主要な食料品に対する需要が増加するため、供給の

確保と価格の安定を図る必要があること､また､販売競争が激しくなることに伴う不当

な取引方法の増加も懸念されることから､消費生活安定会議において､平成26年度年末

年始の物価及び消費者保護に対する取り組みを取りまとめの上、次の対策を実施しま

した。

ア 生鮮食品などの量の確保と価格の安定

青果物、水産物及び食肉など年末年始に需要が増加する食品について、農業協同

組合、漁業協同組合、卸売市場及び関係業界に対し、量の確保や価格の安定につい

て要請しました。

また、輸送の円滑化などについて、関係機関に協力を要請しました。

イ 主要な食料品の需給や価格動向の把握

生鮮食料品等の需給や価格動向等を把握するとともに、市町村においても、地域

の実情に即した取り組みを推進するよう要請しました。

ウ 誇大な表示、過大な景品付き販売や不良食品の追放

景品表示法に基づき、誇大な表示や過大な景品付き販売に対する監視、指導を強

化し、公正な競争の確保に努めました。また、食品衛生法などに基づき、食品の製

造施設、販売施設への立入検査を実施するとともに、食品及び添加物の試験検査等

を行い、食品衛生上の危害発生の防止に努めました。

第５ 消費者意見の反映

１ 消費生活モニターの配置（条例第31条）

消費生活モニターには、道民の消費生活に関連性の高い商品・サービスの価格や需

給動向等調査のほか、条例に基づく消費者保護基準や食品等の関係法令に基づく品質

表示基準の遵守状況などの調査を依頼するとともに、随時、消費生活行政に対する意

見をいただきました。

２ 消費生活地域協議会の開催（条例第32条）

消費生活に関する諸問題について、地域の消費者や有識者、関係機関、団体などの

平成26年度は日高、意見を聴取するため、振興局ごとに地域協議会を開催しており、

檜山、留萌、十勝の４振興局で開催しました。
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平成26年度消費生活地域協議会開催状況

振興局名 年月日 主 な 内 容

日高 26.11.12 食品の表示について「レストラン等のメニュー表示をめぐる現状について」

檜山 26.10.16 知っておきたいインターネットトラブル

留萌 26. 8.28 食品表示について

十勝 26.11.27 北海道消費者行政活性化事業等の進め方について

３ 道立消費生活センターの利用者満足度調査の実施

道立消費生活センターの管理運営に関する協定書第20条に基づき、同センターが、施

設利用者の意見を把握することにより、効果的なセンター運営とサービス向上につなげ

るためにアンケート調査を実施しました。

道立消費生活センターの利用者満足度調査の結果概要

第１回 第２回

実施時期 平成26年7月 平成26年11月

回答者数 253名 219名

回答者の居住地 札幌市以外63％、札幌市31％、無回答6% 札幌市以外54％、札幌市43％、無回答3%

回答者の性別 女性74%、男性20%、無回答6% 女性65%、男性32%、無回答3%

来所目的 施設見学45%、セミナー参加17% 等 セミナー参加39%、施設見学10% 等

職員の対応 満足81%、ほぼ満足18% 等 満足69%、ほぼ満足28% 等

施設・設備 満足68%、ほぼ満足30% 等 満足40%、ほぼ満足46% 等

総合的印象 満足65%、ほぼ満足27% 等 満足45%、ほぼ満足46% 等

第２章 消費者の自立の支援

消費者を取り巻く環境は、社会経済状況の変化により大きく変わるほか、技術革新による

、 、商品等の変化や新たな商品・サービスの登場により 消費者と事業者との間に情報の量・質

交渉力などに格差が生じ、新たな消費者問題が生じます。

このような状況に適切に対応するため、消費者が、勧誘を受けるかどうか、どの商品・サ

ービスを消費するかなどについて、自主的・合理的に選択できる環境を整備することが必要

となっています。また、消費者は、自らの消費行動が社会経済や地球環境に影響を及ぼしう

るものであることを自覚し、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画することが求め

られています。

、 （ ） 、このため 消費者教育 消費生活に関する教育及び啓発活動 の充実強化を図るとともに

インターネットやパンフレットなど各種広報媒体を効果的に活用した広報啓発活動の積極的

な推進や、消費者団体などの自主的な活動の促進など、自立した消費者の育成を図っていま

す。

第１ 消費者教育の推進

１ 学校における消費者教育

道教委が作成、配付している平成26年度「高等学校教育課程編成・実施の手引」にお

いて、学校における「消費者教育の全体計画」の具体例を示し、さまざまな教育活動
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、 、 。と関連付けながら 効率的 効果的に消費者教育が実践されるよう指導を行いました

また、国の「消費者教育推進のための調査研究事業」指定校における成果等について普

及及び活用の促進を図りました。

２ 地域における消費者教育

自立した消費者を育成するため、市町村、地域消費者協会等が開催するイベント等と

連携して、消費生活に関する話題についての講義や若年者・高齢者を対象とした悪質商

法の実態と対策についてのセミナー等を実施し、消費生活に必要な知識の普及や最新情

報の提供などを行いました。

※全道46町村において開催平成26年度の実施状況

区 分 合 計
くらしの安全・ 高齢者消費者 消費者教育

学校訪問講座
消費者被害防止ネット

ワーク促進セミナー安心セミナー 被害防止セミナー ｻﾎﾟｰﾄｾﾐﾅｰ

講座等開催数 16 11 36 3 3 69

対象 一般住民 高齢者 教 員 －
参加者

児童･生徒･学生 ネットワーク構成団体等

人数 3,385 430 2,198 94 111 6,218

３ 消費者教育の担い手の育成等

消費者教育の現状や課題等について理解を深めるとともに、消費者教育に携わる者と

しての実践的な指導力の向上を図るために、小中高等学校等の指導者を対象とした「平

成26年度消費者教育指導者養成講座」を開催し、弁護士による「消費者教育の推進に関

する法律の趣旨や方向性」の講演や消費生活センター職員等によるワークショップ等を

行い、37名の教員や消費者行政職員が参加しました。

第２ 消費者啓発・情報提供の推進（条例第26条、第27条）

１ 消費生活に関する啓発・情報提供

(1) 消費生活に関する情報提供

消費生活に係る最新情報などを道民に分かりやすく提供するため、トラブル事例や

相談・問い合わせ先等を掲載した啓発用パンフレットの作成・配布、道民ホールにお

ける消費生活展の開催やホームページや新聞など様々な広報媒体による消費者啓発や

情報提供に努めています。

また、北海道立消費生活センターでは、広報誌「きらめっく」の発行（6回）や、

豊かで健全な消費生活を営むための「くらしのセミナー」を開催したほか、消費者関

連法の解説や消費者被害防止のためのパネルを作成し、市町村や関係団体に貸し出し

を行いました。

平成26年度における道立消費生活センターの「くらしの広場」や「くらしの教室」

などの利用者数は、15,957人となっており、全道各地から訪れる見学者に対し、商品

知識、悪質商法の事例、クレジットの知識などの啓発に努めるとともに、パソコンを

常設し 見学者などの学習に活用したほか くらしの教室 においては 消費者 団、 、「 」 、 （

体）の会合、啓発ビデオの上映を通じた研修会など消費者（団体）の活動の援助、消

費生活に関する学習機会の提供などを行いました。

メールマガジン「消費者ほっとメール」を定期的に発行し、登録者に対し消費者ト

ラブルの予防に関する情報等を提供しました。

(2) 消費者教育の普及啓発

若年者向けの啓発リーフレット「消費者トラブルガードBOOK」を作成し、全道の高

校に１学年分ずつ配布、大学には大学生協に５千部を送付し、道内の１４大学で入学

ガイダンス等の機会に配布しました。

また、昨年度誕生した北海道の消費者教育ＰＲキャラクターを広く知ってもらうた
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め、クリアファイルを作成し、消費者団体が開催する消費者教育啓発講座等において

配布しました。

(3) 資源リサイクルの推進

３Ｒ推進に向けた取組がライフスタイルに定着するように、平成26年度は、市町や

NPO等と連携して３Ｒ推進フェア（１振興局 ・３Ｒキャンペーン（各振興局ごと））

等による普及啓発に取り組むとともに 「ビジネスEXPO（第28回北海道技術ビジネス、

交流会 」において、資源リサイクルフォーラム、北海道認定リサイクル製品の展示）

等を実施しました。また、３Ｒに取り組む上で参考となるような先進事例を盛り込ん

だ「３Ｒハンドブック」や、ポスター等の啓発資材の作成・配付を行うとともに、各

種リサイクル法による制度等をホームページで情報提供しました。

(4) 金融広報の推進

生活設計に必要な金融経済に関する情報提供や児童・生徒に対する金銭教育等の普

及推進事業・広報活動を、北海道金融広報委員会とともに行っています。

平成26年度は「広めようお金の知恵 ～ 生きる力、自立する力を高めるために」を

基本活動指針として、一般の方々へ金融経済講演会や市民向け講座を通じて金融知識

の普及に努め、児童・生徒、保護者、教員へ向け金銭教育の支援を行い、効率性を重

視しながらも積極的な活動を展開しました。

また、株式会社日本政策金融公庫との連携協定（経済部）に基づき、道立高等技術

専門学院において金融講習会を開催し、悪質金融業者からの被害防止等について講義

を行いました （平成26年度実施校 ２校）。

(5) 愛食運動

北のめぐみ愛食フェアの支援などを通じて 「地産地消」や「食育」など消費者と、

生産者等との結び付きを強化する「愛食運動」を総合的に進め、道民運動としての普

及・定着を推進しました。

第３ 消費者団体との連携、活動の促進（条例第28条）

１ 消費者団体活動への支援

消費者の自主的な組織活動を促進するため、消費生活リーダー養成講座や消費者問題

学習会などを開催する（一社）北海道消費者協会に対し助成しました。

なお、平成26年度末における地域消費者協会数は74協会となっており、地域の消費者

問題の解決に大きな役割を果たしています。

主な講座・大会

講座・大会名 日(回)数 人数 開催地

消費生活リーダー養成講座 ３０ 札幌市修了者 １８名

消費者問題学習会 ３ 釧路市・旭川市・室蘭市参加者 １７８名

北海道消費者大会 １ 札幌市参加者 約４００名

２ 消費生活協同組合の活動の促進

消費生活協同組合法に基づく調査・指導を行ったほか、生活協同組合の自主的活動や

社会的役割を促進するための情報交換等を行いました。
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指標項目別施策推進状況
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Ⅰ 指標項目

（目標値を設定し、計画の推進管理において成果を検証する際に用いる項目）

指標の名称 指標の説明区 当初値 現状値 目標値

分 （年度） （年度） （年度）

第４章 総合的、計画的に講ずべき施策の展開方向

《第１節 重点的に取り組む施策》

１ 消費者教育の推進

ア 学校における消費者教育

道立高校において、消費者教育に

関係機関と連携した消 関する取組を実施している団体等－ － 50校

費者教育の取組状況 と連携し、生徒が体験的に事例等（ ） （ ）H H H27～ 27～ （ 30）

を学ぶ消費者教育を実施している

学校の数

２ 高齢者等の被害の防止

消費者被害防止地域ネ 消費者被害防止地域ネットワーク50 50 60

ットワーク組織数 を組織している地域の数(各年度4（ 25） （ 26） （ 30）H H H

月1日現在）

《第２節 基本的な展開方向》

１ 消費者の権利の尊重

(3) 消費者の安全・安心の確保

ウ 食の安全・安心の確保

食品衛生監視指導計画 食品衛生法に基づき、道が毎年度99 99 100% % %

に基づく立入検査実施 策定する監視指導計画の立入検査（ 25） （ 26） (毎年度H H ）

率 予定数に対する実施件数の割合

による自主衛生 食品等事業者のうち、 によHACCP HACCP354 600511

管理の導入施設数 る自主衛生管理手法を導入した施( 25) （ 26） ( 29)H H H

設の数

２ 消費者の自立の支援

(2) 消費者啓発・情報提供の推進

ア 消費生活に関する啓発・情報提供

1,004 9401,013

ごみの排出量（1人 1日 道民1人1日当たりのごみの排出量㌘ 人･日 ㌘ 人･日 ㌘ 人･日/ / /

（ 24） （ 25） 以下当たりのごみの排出量） H H

（ 31）H



- -19

Ⅱ 参考項目

（目標値を設定するものではないが、年度ごとの状況把握のため参考とする項目)

項目の名称 項目の説明
区 当初値 現状値

分 （年度） （年度）

第４章 総合的、計画的に講ずべき施策の展開方向

《第１節 重点的に取り組む施策》

１ 消費者教育の推進

ア 学校における消費者教育

消費者教育に係る講座等の 1回52人 北海道教育委員会が実施する教員対象の研修会37
開催数及び参加教員数 （ 25） （ 26） 等の開催数及び参加教員数H H

教員を対象とした消費者教 2 3 道センターが実施する教員対象の消費者教育講

育講座開催数 （ 25） （ 26） 座・セミナーの開催数H H

イ 地域における消費者教育

一般消費者向けセミナー受 1,017 3,385 道センターが実施する一般消費者向けのセミナ

講者数 （ 25） （ 26） ー・講座の受講者数H H

高齢者・若年者等向けセミ 1,912 2,628 道センターが実施する、高齢者や若年者などの

ナー受講者数 （ 25） （ 26） 特定消費者向けのセミナー・講座の受講者数H H

エ 消費者教育の担い手の育成等

消費者教育に係る講座 1回52人 北海道教育委員会が実施する教員対象の研修会【再掲】 37
等の開催数及び参加教員数 25 （ 26） 等の開催数及び参加教員数（ ）H H

教員を対象とした消費 2 3 道センターが実施する教員対象の消費者教育講【再掲】

者教育講座開催数 （ 25） （ 26） 座・セミナーの開催数H H

２ 高齢者等の被害の防止

北海道消費者被害防止ネッ 年６回 年６回 北海道消費者被害防止ネットワークの構成員に

トワークニュースの発行 （ 25） （ 26） 対し各種情報を提供する道センター発行のﾈｯﾄﾜH H

ｰｸﾆｭｰｽの発行頻度

《第２節 基本的な展開方向》

１ 消費者の権利の尊重

(1) 消費者苦情等の処理及び消費者被害の救済

ア 道における苦情相談処理体制の充実

相談員の研修受講人数 13 9 道センターの相談員が受講した研修等の延べ人

（ 25） （ 26） 数H H

専門家の助言等依頼回数 43 40 道民からの相談に対応するため、道センターが

（ 25） （ 26） 弁護士・建築士等の専門家に助言等を依頼した回数H H

イ 市町村における苦情相談処理への支援

メーリングリストによる市 29 30 消費者行政メーリングリストにより、道センタ

町村等への情報提供数 （ 25） （ 26） ーから市町村等へ情報提供した回数H H

市町村消費生活相談員等研 964 958 市町村の消費生活相談員等が道センター主催の

修受講者数 （ 25） （ 26） 研修会等を受講した延べ人数H H

広域相談体制実施地域数 18 18 複数の市町村により広域的な体制で消費生活相

（ 25） （ 26） 談事務を実施している地域数（複数市町村で構H H

成される単位の数）

市町村専用電話相談件数 523 567 道センターに設置している市町村専用電話によ

（ 25） （ 26） る相談件数H H

ウ 相談等の処理に当たって取り組む事項

消費生活相談件数 37,053 37,053 道センター及び市町村で受け付けた消費生活相

（ 25） （ 25） 談の件数H H

電子メールによる消費生活 196 194 道センターで受け付けたメールによる消費生活

相談件数 （ 25） （ 26） 相談の件数H H

商品テスト実施件数 196 196 道センターが消費者からの依頼や寄せられた苦

（ 25） （ 26） 情、危害情報に基づき実施した商品テストの件数H H

警察相談の消費者関係相談 8,490 9,727 警察相談で受け付けた消費者に関係する相談 振（

件数 （ 25） （ 26） り込め詐欺、契約取引関係、悪質商法、ヤミ金H H

など）の件数
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項目の名称 項目の説明
区 当初値 現状値

（年度） （年度）分

エ 消費者被害の救済

北海道消費者苦情処理委員 0 北海道消費者苦情処理委員会において、あっせ0
会のあっせん等係属件数 （ 25） （ 26） ん・調停に係属している事件の件数H H

オ 多重債務対策の推進

貸金業に関する苦情相談件 508 本庁及び振興局（総合）で受け付けた貸金業に407
数 （ 25） （ 26） 関する苦情相談の件数H H

(2) 公正な消費者取引の確保

ア 商品等の表示等の適正化

行政処分・指導 指示のみ 38 食品表示法( 26までは 法)・景品表示法に（ ） 2 H JAS
件数 （ 25） （ 26） 基づき実施した命令・指示の件数H H
行政指導（指示を除く）件 118 食品表示法( 26までは 法)・景品表示法・189 H JAS
数 （ 25） （ 26） 家庭用品品質表示法・消費生活用製品安全法にH H

基づき実施した指導・注意の件数

イ 不当な取引方法の禁止

行政措置件数 6 特定商取引法･北海道消費生活条例に基づき実16
（ 25） （ 26） 施した業務停止命令や勧告･公表等の措置の件数H H

行政指導件数 35 特定商取引法・北海道消費生活条例に基づき実57
（ 25） （ 26） 施した指導の件数H H

適格消費者団体への消費生 2 消費者契約法に基づき適格消費者団体へ提供し3
活相談情報の情報提供数 （ 25） （ 26） た消費生活相談情報の提供件数H H

(3) 消費者の安全・安心の確保

ア 消費者事故情報等の収集・共有・周知

事故情報通知数 18 16 消費者安全法に基づき道から消費者庁へ通知し

（ 25） （ 26） た事案の数H H
メーリングリストによる情 277 332 消費者行政メーリングリストにより、各構成員

報発信数 （ 25） （ 26） が情報発信した回数H H
イ 危害の防止

行政措置の件数 0 消費生活用製品安全法等の関係法令に基づき実0
（ 25） （ 26） 施した指導等の措置の件数H H

ウ 食の安全・安心の確保

食の安全・安心に関する通 1,438 1,006 食品表示110番、食品安全ﾀﾞｲﾔﾙ、各保健所の相

報受理件数 （ 25） （ 26） 談窓口等で受け付けた食に関する通報の件数H H
行政処分・指導 指示のみ 17 食品表示法( 26までは 法)に基づき実施し（ ） 10 H JAS
件数 （ 25） （ 26） た命令･指示及び食品衛生法に基づき実施した営H H

業停止命令等の件数

行政指導（指示を除く）件 3,680 食品表示法( 26までは 法)・食品衛生法等4,004 H JAS
数 （ 25） （ 26） に基づき実施した指導の件数H H
道の で紹介するトレー 35 食品のトレーサビリティの取組内容をホームペHP 37
サビリティの取組事例数 （ 25） （ 26） ージで消費者に情報提供する事業者のうち道がH H

紹介する事例数

リスクコミュニケーション 3 食の安全・安心に関するリスクコミュニケーシ3
エ の開催回数 （ 25） （ 26） ョン(関係者による意見交換)の開催回数H H

価格安定対策

価格動向調査の実施回数 12 12 消費生活モニターによる価格動向や需給状況の

（ 25） （ 26） 調査の実施回数H H
関係業界等との意見交換回 2 2 消費者団体や関連事業者、行政機関の参加によ

数 （ 25） （ 26） る懇談会などの協議・意見交換の回数H H
関係業界等への要請回数 1 1 関係団体や関係業界等に対して物資の供給確保

（ 25） （ 26） や価格の安定等について要請した回数H H
オ 緊急事態への対処等

対策会議開催回数 0 0 生命・身体に影響を及ぼす重大事故などの緊急

（ 25） （ 26） 事態が発生した場合に開催した対策会議の回数H H
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項目の名称 項目の説明
区 当初値 現状値

（年度） （年度）分

(4) 消費者意見の反映

ウ 道センターの利用者満足度調査の実施

「満足 「ほぼ満足」と回 89.6 91.5 道センターの利用者に対する利用者満足度調査」 % %
答した利用者の割合( )答 （ 25） （ 26） で 「満足」または「ほぼ満足」と回答した利% H H 、

した利用者の割合( ) 用者の割合 ※道センター実施 回答区分～ 満% （ 、 「

足 「ほぼ満足 「やや不満 「不満 ）」 」 」 」

２ 消費者の自立の支援

(1) 消費者教育の推進

ア 学校における消費者教育

消費者教育に係る講座 1回52人 北海道教育委員会が実施する教員対象の研修会【再掲】 37
等の開催数及び参加教員数 （ 25） （ 26） 等の開催数及び参加教員数H H

教員を対象した消費者 2 3 道センターが実施する教員対象の消費者教育講【再掲】

教育講座開催数 （ 25） （ 26） 座・セミナーの開催数H H
イ 地域における消費者教育

一般消費者向けセミナ 1,017 3,385 道センターが実施する一般消費者向けのセミナ【再掲】

ー受講者数 （ 25） （ 26） ー・講座の受講者数H H
高齢者・若年者等向け 1,912 2,628 道センターが実施する、高齢者や若年者などの【再掲】

セミナー受講者数 （ 25） （ 26） 特定消費者向けのセミナー・講座の受講者数H H
エ 消費者教育の担い手の育成等

消費者教育に係る講座 1回52人 北海道教育委員会が実施する教員対象の研修会【再掲】 37
等の開催数及び参加教員数 25 （ 26） 等の開催数及び参加教員数（ ）H H

教員を対象とした消費 2 3 道センターが実施する教員対象の消費者教育講【再掲】

者教育講座開催数 （ 25） （ 26） 座・セミナーの開催数H H

(2) 消費者啓発・情報提供の推進

ア 消費生活に関する啓発・情報提供

地域啓発活動への支援 58 51 地域の消費者団体等が行うイベント・セミナー

（啓発資材貸出回数） （ 25） （ 26） などに対し、道センター所有の消費生活に関すH H
るパネルやビデオなどの啓発資材を貸し出した

回数

くらしの教室等利用者数 16,701 15,957 道センター内に開設しているくらしの教室・く

（ 25） （ 26） らしの広場等の体験学習室の利用者数H H
施設見学団体数 45 53 道センターの施設を見学した団体の数

（ 25） （ 26）H H
ホームページアクセス数 37,558 36,456 道センターのホームページのアクセス数

（ 25） （ 26）H H
広報誌等による情報提供数 68 70 ホームページ、広報誌、マスコミ等の各種広報

（ 25） （ 26） 媒体による悪質商法事例等の情報を提供した回H H
数

食の安全・安心メールマガ 5,325 食の安全・安心メールマガジンの読者となる登5,730
ジンの登録者数 （ 25） （ 26） 録者数（3月31日現在）H H
食の安全・安心メールマガ 隔週発行 隔週発行 食の安全・安心に関する情報を提供する道発行

ジンの発行 （ 25） （ 26） のメールマガジンの発行頻度H H
食育推進計画を策定してい 58 食育基本法に基づく市町村食育推進計画を策定68
る市町村数 （ 25） （ 26） した市町村数H H
消費者被害防止情報「消費 「消費者ほっとメール」の読者となる登録者数611 811
者ほっとメール」の発行 （ 25） （ 26） （3月31日現在）H H

(3) 消費者団体との連携、活動の促進

ウ 生活協同組合の活動の促進

立入検査実施数 7 消費生活協同組合法に基づき実施した立入検査7
（ 25） （ 26） の回数H H
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